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学校教育目標 

「学びをつなぐ、人をつなぐ、地域をつなぐ」 
めざす学校像  

   

４月号 

令和７年４月８日発行 

児童数配付 

新たな気持ちで 

～高めあう、助け合う、鍛えあう子どもの育む～ 
 

校長 廣井 伸一 
 

校庭の桜も満開を迎え、春爛漫の季節となりました。そのような装いの中、子ども達の明るい笑顔と 

ともに令和７年度が始まりました。 

松原小学校は新 1年生を 62名迎え、全校児童 370名、17学級でスタートします。 

お子様のご入学、並びに学年の進級、誠におめでとうございます。 

 

学校教育目標 

「学びをつなぐ、人をつなぐ、地域をつなぐ」 

 

 今年度より学校教育目標を改め、さらなる教育活動の充実と深化をはかってまいります。 

１つ目の「学びをつなぐ」 

学校生活の大半は、授業となります。１つ１つの知識がつながり、わからないことが「わかった」、で

きないことが「できた」、その結果「もっとやりたい」と実感できることを通して、ものごとを正しく判

断し、主体的に考えたり、学習の方法を身につけ、自ら考えて実行したりする子どもの姿を、 

２つ目の「人をつなぐ」 

仲間や友達の様々な見方・考え方にふれ、自分の見方・考え方を見つめ直し、新しい発見や豊かな発想

にさらによりよくなることを通して、明るさや優しさを持ち、自然や友だちに親しみ、それらを大切にし

ていくことで、自分が人とつながるだけでなく、人と人をつなぐことができる姿を 

３つ目の「地域をつなぐ」 

これまで学んだことを人生や社会、地域に生かし、子どもたち自身が大人になっと時に「地域社会の担い手」

となり、これまでの学び（力）を生かし、次の学びや人間関係、生活を豊かにしていく姿を 

表し、学校教育目標としています。 

 

変化が激しく、答えが１つではない多様性が求められる社会の中で、心身ともに健康で文化的な社会生

活を営むことができるよう、日々の教育活動を充実させていきたいと思います。 私といたしましては、松

原小学校の子ども達が「高めあう、助け合う、鍛えあう子どもの育成」と思える児童（めざす子ども像）に

なってほしいと考えています。 

そのために、一人ひとりの自己肯定感を高め、人と関わる力を身につけ、自分で考え主体的に行動できる

力を伸ばしていきたいと思います。 

また、教職員一同、力を合わせ、「笑顔の登校、満足の下校」の毎日を送ることができるよう、安全で安

心できる学校を築いてまいります。 保護者のみなさまのご理解、ご協力をいただきますよう、 どうぞよろ

しくお願いいたします。 
 

「自学 共生 健全」 

自学：いきいきと学び続ける、やる気を育む 

共生：自他を大切にできる子、他社との協働できる集団の育成 

健全：粘り強さ、健康や安全を意識した生活、進んで体を鍛える子の育成 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

４月の行事予定   ５月の行事予定 

１ 火    １ 木 家庭訪問② 13：10下校 

２ 水    ２ 金 家庭訪問 3 13：10下校 

３ 木    ３ 土 憲法記念日 

４ 金    ４ 日 みどりの日 

５ 土    ５ 月 こどもの日 

６ 日    ６ 火 振替休日 

７ 月    ７ 水 春の遠足（4年） 

８ 火 前期始業式 11：30下校    ８ 木 家庭訪問④ 13：10下校 

９ 水 12：30下校   ９ 金 委員会  春の遠足（2年）1年心臓検診 

１０ 木 
給食開始(２年～6年) 13：10下校 
発育測定、視力検査(５・６年) 

  １０ 土  

１１ 金 離任式 13：10下校   １１ 日  

１２ 土    １２ 月 家庭訪問⑤ 13：10下校 

１３ 日    １３ 火 高槻市消防隊演奏会 内科検診(3・6年) 

１４ 月 発育測定、視力検査(２・３・４年)   １４ 水 尿検査 

１５ 火 発育測定、視力検査(1年)   １５ 木 尿検査 

１６ 水 すくすくウォッチ(5・６年)    １６ 金 万博遠足（5年） 

１７ 木 全国学力・学習状況調査(6年)   １７ 土  

１８ 金 委員会   １８ 日  

１９ 土    １９ 月 万博遠足（6年） 内科検診(4・5年) 

２０ 日    ２０ 火 5年体力測定 内科検診(1年) 

２１ 月    ２１ 水 春の遠足（1年） 

２２ 火 
6年全国学力調査質問紙アンケート 
参観・懇談(４・５・６年)   

  ２２ 木 SC来校日 

２３ 水 
1年給食開始 支援学級交流会 5時間目 
聴力検査(3年) 

  ２３ 金 クラブ 

２４ 木 1年生を迎える会  聴力検査(2年)   ２４ 土  

２５ 金 参観・懇談(１・２・３年)  聴力検査(5年)   ２５ 日  

２６ 土    ２６ 月 内科検診(2年) 

２７ 日    ２７ 火  

２８ 月 眼科検診(全学年)   ２８ 水 児童集会 

２９ 火 昭和の日 
  
２９ 木 火災避難訓練 耳鼻科検診 

３０ 水 家庭訪問① 13：30下校  聴力検査(1年) ３０ 金 クラブ 参観(２・３時間目) 

    ３１ 土  

日にち 学年 
時間 

参観 懇談 

4/22（火） ４・５・６年 6時間目 参観後 

4/25（金） １・２・３年 5時間目 6時間目 

行事に関しましては、今後の状況により変更や中止になる場合がございます。 

4月の参観・懇談について 家庭訪問について 

４/３０（水） 

5/1 （木） 

5/2 （金） 

５/8 （木） 

５/12（月） ※詳細は後日、プリントにてお知らせさせていただきます。 

14：00から１７：００の間 

15分程度 

日時調整のプリントを配付して 

おります。４/１１（金）までに 

個人配布袋に入れてご提出くだ 

さい。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

本年度の職員構成 

～特別支援教育コーディネーターにご相談ください～ 

特別支援教育とは、特別な支援が必要な児童に対して、「個に応じた支援」を進めていこうという考え

方です。「学習内容が理解しにくい」、「友だちとうまくコミュニケーションがとれない」など、お子様に関し

て心配されていることや不安なことがありましたら、本校の特別支援教育コーディネーターにご相談くだ

さい。保護者と学校、教育委員会等の関係機関と連携して、お子様が安心して学校生活を送れるように

支援してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配付しております学校だよりをご覧ください 



                        

校時表について            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校徴収金について（事務より） 

初回の引き落とし日は、5/７（水）です。

引き落とし金額は、後日にお手紙を配付い

たしますので、その手紙でご確認ください。

なお、引き落としができない場合は、現金で

徴収させていただきます。 現金徴収の際

は、集金袋をお渡しいたします。 

 

～登下校および欠席（遅刻・早退）連絡に関するお知らせとお願い～ 

・ 登校時間は、８：００～８：３０です（朝の会に間に合うように、余裕をもって登校するようにしてください）。 

 

・ 登下校の際は、「通学路」を守り、「防犯ブザー」を携帯するようにしてください。 また、出来る範囲での

見守りにもご協力ください。 

 

・ 学校を欠席、遅刻や早退される場合は、まなびポケット（スマホなどを使用した欠席 連絡）で連絡し  

ていただくか、連絡帳にてご連絡ください。なお、新年度のまなびポケットの利用に関しましては、学級編

成などの準備のため４/１３まで使用できません。なお、学びポケットをご利用される方で ID、パスワード

をお忘れの方は、学校へ連絡してください。1 年生につきましては、準備ができしだい、ご案内させていた

だきます。 

 

・ 遅刻や早退をする場合は、必ず保護者の方が付き添って登下校していただくようにお願いいたします。 

小学校の校庭開放について 

 

高槻市では、子どもの居場所づくりの一環と

して、下校した子どもに対し、放課後の小学

校の校庭を開放しています。以下にお示しし

た点をご理解いただき、ご活用ください。 

〈開放終了時間〉３月から１１月  １７：００              

１２月から２月   １６：３０ 

・  

・ 安全面については、保護者の責任のもと

実施する（学校も教育委員会もけが等の

責任を負いかねます）。 

・ 学童保育室、放課後子ども教室の活動お

よび学校開放事業の妨げにならないよう

に気を付けるとともに、利用される方同士

で譲り合いながら利用する。 


